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【
応
募
資
格
】

　
資
格
は
問
い
ま
せ
ん

【
形
　
式
】

○
「
短
歌
（
五
七
五
七
七
）」
形
式

の
便
り
（
短
歌
形
式
な
ら
　
文
字

３１

に
限
り
ま
せ
ん
）

○
ひ
ら
が
な
・
漢
字
及
び
カ
タ
カ
ナ

（
難
読
漢
字
に
は
ふ
り
が
な
を
つ

け
る
）

【
内
　
容
】

　
誰
か
に
想
い
を
伝
え
る
も
の

（
例
：
近
況
報
告
・
ラ
ブ
レ
タ
ー
・

見
舞
い
・
お
礼
・
お
わ
び
等
）

【
応
募
方
法
】

　
は
が
き
に
縦
書
き
で
、
作
品
と
そ

の
宛
先
（
父
へ
、
母
へ
、
友
へ
、
恋

人
へ
等
、「
○
○
へ
」
と
前
書
き
を
す

る
）
を
書
き
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

性
別
、
電
話
番
号
を
明
記
し
て
、
次

ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

　
は
が
き
１
通
に
１
作
品
と
し
ま
す

が
、
１
人
何
通
で
も
応
募
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
も
受
付
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
応
募
く
だ
さ

い
。

【
応
募
先
】

〒
７
９
０－

０
８
５
７

　
愛
媛
県
松
山
市
道
後
公
園
１
‐
　３０

　
松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館
内

　
フ
ァ
ッ
ク
ス

　
℡
０
８
９－

９
３
４－

３
４
１
６

　
旧
軍
人
等
で
、
恩
給
等
を
受
け
て

い
な
い
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
、
ソ
連

や
モ
ン
ゴ
ル
に
強
制
抑
留
さ
れ
た
方
、

終
戦
に
伴
い
本
邦
以
外
の
地
域
か
ら

引
揚
げ
ら
れ
て
こ
ら
れ
た
方
の
「
ご

本
人
」
に
、
あ
ら
た
め
て
 慰
  藉
 の
念

い
 し
ゃ

を
表
す
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
名
の

「
特
別
慰
労
品
」を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

　
過
去
に
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状

等
を
受
け
た
方
、
書
状
を
受
け
る
資

格
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
請

求
さ
れ
て
い
な
い
方
も
対
象
で
す
。

　
請
求
書
は
、
大
崎
町
役
場
福
祉
課

社
会
福
祉
係
の
窓
口
に
置
い
て
あ
り

ま
す
。

　
請
求
期
は
平
成
　
年
４
月
１
日
～

１９

平
成
　
年
３
月
　
日
ま
で
で
す
。

２１

３１

　
資
格
要
件
な
ど
の
お
問
い
合
わ
せ

は
、
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業

特
別
基
金
ま
で

【
無
料
電
話
】

　
℡
０
１
２
０－

２
３
４－

９
３
３

（
月
～
金
、
９
時
　
分
～
　
時
　
分
、

１５

１７

１５

土
日
休
）

【
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】
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広　告

第
　
回
「
は
が
き
歌
」

１３
全
国
コ
ン
テ
ス
ト
作
品
募
集

戦
後
強
制
抑
留
者
、
引
揚
者

恩
給
欠
格
者
の
皆
様
へ

＜相談事例＞
　数年前，デート商法で宝石を購入してしまい，昨年ようやくその支払いが終わった。ところが，先日，その宝石販売会社（現在は倒産）
の債権を引き継いだという業者から「あなたは終身会員になっていますが，会費が未納となっております。終身会員会費２００万円（月３，１５０
円）をお支払いください」と電話があった。「詳しくはホテルでの説明会でお話しする」とのことだったので，指定された鹿児島市内のホ
テルに出向いたところ，１０数名集まっていた。説明では「２００万円の支払いが無理なら，当社のこの絵画を９８万円で購入すれば債務が消える」
と説明を受けた。終身会員になった記憶はないが，自分の氏名が記載された終身会員契約書があったので，しかたなく絵画購入を契約した。
しかし，よく考えると不審。（３０歳代　男性）　
　　
＜アドバイス＞
　相談事例のように悪質商法により過去に契約した人が再び被害にあうケースを「二次被害」といいます。宝石だけでなく，レジャー会員
権，資格用教材，健康器具，エステなどの契約の被害者がターゲットになっています。過去に契約した人の名簿がいわゆる「カモリスト」
として流通していることなどが原因と言われています。
　相談事例の終身会員契約については，相談者の氏名が記載された契約書があったとのことですが，相談者は契約した記憶がなく，またそ
の経緯からみても契約の有効性について検証する余地がありますが，仮に有効だったとしても，終身会員契約と絵画購入契約はまったく別
の契約であり，絵画の購入により終身会員契約が消えるわけではありません。
　また，業者が宝石販売会社から債権を引き継いだと主張しても，譲渡人（宝石販売会社）から債務者（相談者）に通知するか，または債
務者が承諾していなければ支払う必要はありません。
　なお，相談事例の絵画の購入契約は，特定商取引法では「訪問販売（またはアポイントメントセールス）」に該当しますので，クーリン
グ・オフの手続きをとるよう助言したところ，後日，相談者から連絡があり，クーリング・オフのハガキを送ったら業者から電話で「消費
生活センターは法律を知らない。クーリング・オフをすると後から裁判になり困るぞ」と脅されたとのことでしたので，警察にも届けるよ
うアドバイスしました。

過去に消費者トラブルにあった人からの「二次被害」の相談が後を絶ちません


